
１ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

成年年齢が 18歳に引き下げられました！ 

 

平成 30年 6月の民法改正から約４年の準備期間を経て、本年 4月 1日から成年年齢が 20歳

から 18歳に引き下げられました。 

18歳の誕生日になれば成年となり、親の同意なく単独で契約をすることができます。 

18、19歳の若者にとっては自分だけでできることが増える反面、民法による特別の保護の対

象から外れてしまいます。親の同意なく契約をした場合に後で契約を取り消すことができる未

成年者取消権（民法４条）が使えなくなります。 

未成年者取消権は未成年者が誤って不利な契約をしてしまった場合でも未成年者を守るこ

とのできる強力な権利ですので、悪質な事業者が未成年者をターゲットとしにくく、未成年者

の消費者被害を防ぐ効果がありました。 

この４月以降、悪質な事業者が 18，19 歳の若者をターゲットにすることは目に見えていま

す。若い世代の消費者被害が増加することが予想されます。 

そのため、民法改正にあたっては衆議院・参議院の付帯決議で消費者契約法の改正が求めら

れましたが、この 4月までに消費者契約法の改正は実現しませんでした。また、若者に対する

消費者教育や事業者の対応についてはこの 4 年

間で様々な施策が実施されましたが、十分な状況

とはいえません。 

今後の動向に注視し、国、地方公共団体、民間

が一体となって若者の消費者被害を防ぐ取り組

みを進めていく必要があります。 
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通販での定期購入で新たな規制がはじまります！（令和４年６月１日改正特商法施行） 

 通販での定期購入に関する被害相談が急増しています。 

    

 令和３年６月に特定商取引法が改正され、通販での定期購入に

関する規制が強化され、書面や映像面に表示しなければならない

事項（申込期間や分量など）を定めるとともに、人を誤認させるよ

うな表示が禁止されました（違反すると業務停止処分や罰則あ

り）。本年６月１日から施行されます。 

この法律改正を受けて、本年２月９日、消費者庁が「通信販売の

申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定しました。 

ガイドラインでは法律に違反しない表示、違反する表示について具体例を示していますので、消

費者の皆様・事業者の皆様ともに参考にしてください。   

 例えば、『健康ドリンク５本セットプレゼント無料キャンペーン』などと強調し、有料契約であることの

表示が離れた場所に小さく書かれているものは、有料の契約であることがわかりにくく、消費者を

誤認させる表示であるとして法律に違反するおそれがあるとされています。 

悪質な事業者による新たな勧誘手法と法改正とはイタチごっこです。 

消費者を誤認させる新たな勧誘手法の出現が予想されますので、通販を利

用される消費者の皆様は、取引条件（申込期間、支払総額、解約条件など）

をしっかりと確認する習慣をつけ、納得してから申込をするなど、引き続

き注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県見守りネットワークが発足  

3 月 17 日、奈良市内で第 22 回「高齢消費者・障がい消費者被害防止対策情報交換会」が開

催され、「奈良県消費者安全確保地域協議会」が設置されることになりました。「消費者安全法」

では、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害防止を防ぐた

め、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会

（見守りネットワーク）」を設置できることを規定しており、全国各地の市町村や都道府県で

協議会が次々と誕生しています。奈良県でもこの情報交換会を母体に県の協議会を発足するこ

ととなり、名称は「奈良県見守りネットワーク」と改称されます。 

ネットワークは構成機関相互の情報交換、消費者被害等の情報提供（個人情報は非提供）を

行い、これらをもとに各機関や団体内での啓発・教育・対策を図ります。また県の協議会とし

て市町村での見守りネットワーク設置を支援します。福祉・法律等関連団体、市町村、県警、

奈良県各課で構成、当団体「なら消費者ねっと」も新メンバーとしてここに参加することにな

り、ご紹介いただきました。消費者団体として、消費者被害の未然防止にむけた取組みをネッ

トワークの皆様とともにすすめていきたいと考えています。 

協議の終了後は参加者の情報交流が行われ、設置の意義や高齢者等の SNS 対策などについて

活発に意見が交わされました。 

 

ガイドラインはこちら 
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新年度は、親元を離れて新たな環境で生活を始める若者が多くなる季節です。

慣れない一人暮らしで冷静な判断ができず、賃貸借契約をめぐるトラブルや 

引っ越し直後の消費者を狙った勧誘トラブルに遭いがちです。 

 

よくあるトラブル事例 

⚫ 賃貸アパートをきれいに使っていたのに、退去にあたり大家からハウ

スクリーニング費用や壁紙の貼り替え費用、エアコンの洗浄費用など

を請求された。 

⚫ 訪問した業者から管理会社と関連があるかのような説明を受け、 

換気扇フィルターの契約をしたが、後で無関係の業者と分かった。 

⚫ 引っ越し直後、レンタルウォーターサーバーを

勧める電話がかかってきて断り切れず申し込ん

だが、よく考えたら不要なので解約したい。 

⚫ 深夜に賃貸マンションのトイレが詰まったの 

で、慌ててスマホで調べた業者を呼んだら、高額 

な作業料金を請求された。 

 

トラブル防止のポイント 

 

 

2022年 4月から「18歳で大人に」 

 今年の 4 月 1 日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。親の同意がなくても自由に

契約が結べる反面、未成年者取消はできません。契約には責任を伴うことを自覚しましょう。困っ

た時は、一人で悩まず消費生活センターに相談してください。 

 

 

 

 

新生活スタート！こんなトラブルにご注意を。 

自分の被害を解決したい・相談したい 

最寄りの消費生活センターや 

消費生活相談窓口につながり、専門の 

相談員がトラブル解決を支援します。 

 

 

⚫ 賃貸物件の退去時は、貸主側と一緒に現状確認すること  

が大切です。納得できない費用を請求されたら、国土交

通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイド

ライン」を参考に、貸主側に説明を求めて話し合いまし

ょう。 

⚫ 突然訪問や電話で勧誘されても、業者の話だけ信じてそ

の場で契約しないようにしましょう。契約してもクーリ

ング・オフできる場合があります。 

⚫ 入居中に、雨漏りやトイレの詰まりなどのトラブルが起

きた場合は、すぐに管理会社に連絡して修繕を求めまし

ょう。 
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奈良県内 特殊詐欺の発生状況 

 

 

  

 

奈良県警察本部の防犯情報紙「やまとの安全」より 

○令和 3 年中・暫定値 

被害件数 101 件 

被害額 約3億3500万円 

 

 

不当契約・不当解約・不当勧誘などの 

消費者被害やトラブル情報を 

お寄せください 

なら消費者ねっとでは、消費者被害の未然

防止、拡大防止するために、消費者の正当な

利益を害するような営業活動をしている事業

者に改善等を求める活動を行っています。あ

なたのまわりの消費者トラブルや被害情報、

おかしいと感じる事業者、営業活動、広告な

ど、疑問に思ったことをお知らせください。 

受付アドレス info@narasn.org 

 

成年年齢引き下げで 18歳から“大人”に！ 

若年者の消費者被害防止を考える 

 

成年年齢引き下げで具体的に何が変わるのか、

何が変わらないのかをお話しいただきます。また

成年になると同時に危惧される消費者被害を防

ぐための基礎知識を知り、私たち大人ができるこ

とを考えます。 

日時：5 月 28 日(土) 13時 30 分～15 時 30 分 

会場：コープふれあいセンター六条  

講師：皐月 宏彰弁護士 

（特定非営利活動法人なら消費者ねっと理事） 

参加費：無料 

定員：会場 30 人 オンライン 30 人 

お申込み・お問い合わせ 

ならコープ組織部（４月下旬より申し込み開始） 

 

     

    

 

http://www.police.pref.nara.jp/
mailto:info@narasn.org

